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◆これまでの就労対策はどうか 

・民間委託により、就職率としては高い成果を上げている。 

・とくに、中高年でも５０％前後の就職率というのは高い。 

・就職しても、定着率が高くない。やめてしまうことが多い。 

・保護脱却に至るケースは少ない。 

・雇用形態、労働条件など、企業や仕事の内容に課題があるのではないか。 

 

●大阪市の被保護者の就業自立を支援する事業の概要と実績（平成 23年度） 

総合就職サポート事業 
支援者数 

（人） 

就職者数 

（人） 

就職

率％ 

就職のう

ち保護廃

止（世帯） 

大阪市 24区をハローワーク

管轄を基本に 7地域に分割

して、保健福祉センターにお

ける面談支援、ハローワーク

への同行等による求職活動

支援、求人案件の開拓など

の取り組みを効果的に組み

合わせた支援を実施。 

大阪市 7,943 4,134 52.0 178 

  10歳代 163 78 47.9   

  20歳代 716 370 51.7   

  30歳代 1,557 812 52.2   

  40歳代 2,604 1,317 50.6   

  50歳代 2,817 1,522 54.0   

  60歳以上 86 35 40.7   

  西成区 1,085 641 59.1 28 

被保護者自立意欲喚起事業 
支援者数 

（人） 

就職者数 

（人） 

就職

率％ 

就職のう

ち保護廃

止（世帯） 

被保護者が抱える複雑で多

様な悩みや相談について、

精神保健福祉士等による専

門的な相談活動を行い、悩

みの解決をはかり、求職活

動の開始を促進する。 

  大阪市 171 4 2.3 0 

  西成区 11 0 0.0 0 
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◆雇用づくりの手法のメニュー（例） 

 

１：公的雇用 ＝特別清掃的な手法。メニューを増やし、規模を拡大し、競争性を持たせる 

  ○：民間委託も可能。自治体で出せる仕事はあるはず。事業管理が比較的容易。 

  ×：財源をどうするか。「失対復活」への抵抗。困窮者が集まる可能性。競争の手法は？ 

 

２：保護費の転用による雇用 ＝稼働能力者に仕事を出して賃金で支払う。民間委託あり。 

  ○：財源がほとんどいらない。困窮者が集まるおそれがない。 

  ×：厚労省が抵抗しそう。法改正も必要かもしれない。対象が生保受給者に限られる。 

 

３：社会的企業への助成＝雇用の助成金に加え、一定期間の経営助成も行う 

  ○：新しい福祉と就労の展開。地域経済を活性化につながる。 

  ×：財源をどうするか。社会的企業がどれだけ育つか。いつまで経営助成するか。 

 

４：一般企業を含めた雇用助成 ＝生保受給者の雇用に助成金を出す 

  ○：仕事づくりの必要が少ない。当事者に抵抗感がない。労働法順守を条件にできる。 

  ×：財源をどうするか。保護の脱却につながるか。他の労働者の失業を生まないか。 

 

５：最低賃金の適用除外＝生活保護受給者の雇用を最低賃金の対象から外す 

  ○：財源がいらない。 

  ×：抵抗感。保護から脱却できない。他の労働者の失業。企業が生保拡大を望む。 

 


